
本人確認書【法人用】
記入日：令和 年 月 日

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（犯罪収益移転防止法）にもとづき、
次のとおり本人確認を行いました。

確
認
者

（自署）確
認
日
時

令和 年 月 日 時 分午前
午後

令和 年 月 日 時 分午前
午後

法人および取引担当者の本人確認書類の提示を受けた日付および時刻が異なる場合
法 人
取引担当者 につき

該当する箇所にチェック（レ点）およびご記入ください。

対象種目
□個人年金保険 □養老保険 □養老保険特約 □変額保険（有期型） □一時払終身保険
□連生収入保障保険 □一時払無選択型終身保険 □一時払変額保険（終身型）
□２００万円超の現金または持参人払式小切手による取引 □その他（具体的に： ）

取引目的
□意向確認書のとおり □保険契約内容の変更 □保険契約者の変更 □契約者貸付
□年金・満期保険金または解約返戻金等の支払い
□２００万円超の現金または持参人払式小切手による保険料等入金または貸付返済
□その他（具体的に： ）

申込番号／証券番号

本人確認済みの当社既契約有無の確認（ただし､平成２８年１０月１日以降に本人確認した既契約に限ります｡）
※実質的支配者が過去､現在問わず外国ＰＥＰｓに該当する方は「無」を選択し､下記２ 　３をご記入ください｡

本人確認済
の 既 契 約 無 有 証券番号

法人等（国・地方公共団体、人格のない社団・財団等を含む）および団体保険の特定事項

法人の区分
□実在性が明らかな国・地方公共団体・特殊法人・独立行政法人・上場会社等→ は記入不要、 のみ記入
□人格のない社団・財団→ の★の項目および を記入
□上記以外の法人→ および すべて記入

名称・本店等の
所 在 地

確認書類番号
下記または
別紙１参照（ ） 詳細情報

発行者／発行年月日等 ※「２４」「２５」の場合、書類名も記載

２１：登記簿謄本（抄本） ２２：登記事項証明書 ２３：印鑑登録証明書 ２４：許認可もしくは承認にかかわる書類（当該法人の名称・所在地の記載のあるもの）
２５：官公庁から発行または発給された書類（当該法人の名称・所在地の記載のあるもの）

事業内容★ □農業／林業／漁業 □製造業 □建設業 □情報通信業 □運輸業 □卸売／小売業 □金融業／保険業
□不動産業 □サービス業 □その他（具体的に： ）

確認書類番号
下 記 参 照（ ） 詳細情報 発行者／発行年月日 ※「２９」の場合、記載不要事業内容の

確認書類★ ２１：登記簿謄本（抄本） ２２：登記事項証明書 ２６：事業報告書 ２７：定款 ２８：有価証券報告書 ２９：申告（人格のない社団・財団のみ）

実 質 的
支 配 者

氏名・名称

１
２

取引担当者の本人特定事項 ※公的証明書の原本の提示を受け、確認のうえご記入ください。
氏名 生年

月日 年 月 日氏名、生年月日、
法人・団体との関係
住 所 都道

府県
市区
郡

確認書類番号
下記または
別紙１参照（ ） 詳細情報

発行者・保険者／詳細情報 ※「１１」「１２」の場合、書類名も記載

１点で本人確認可能な本人確認書類
０１：運転免許証 ０２：運転経歴証明書 ０３：パスポート ０４：マイナンバーカード ０５～０９：公的機関が発行した写真付証明書
※上記書類の「詳細情報」、および上記以外の２点で本人確認が必要な本人確認書類は別紙１参照のうえ、ご記入ください。

本 人 確 認
書 類

代表権のある方
□訪問 □電話 □委任状 □その他（具体的に： ）

本人確認書類
の氏名・住所が
現在の氏名・住
所と異なる場合

氏名が異なる場合 現在の氏名および
異 な る 理 由

現在の住所を確認した書類
（発行後６カ月以内）

□納税証明書 □公共料金の領収証書（□電気・□ガス・□水道・□固定電話）
□社会保険料の領収証書 □その他（□国民健康保険／□介護保険） （具体的に： ）
発行者 発行年月日

保
険
会
社
使
用
欄
Ａ

確 認 日
申込番号・証券番号
保 険 契 約 者 名

令和 年 月 日

当契約は、下記取引に該当するため本人確認対象で
ないことを確認しました。
該当する取引にチェック（レ点）をしてください。
□保険契約者・団体からの会社口座への振込
□線引小切手の受領
□口座振替にて初回保険料を領収（責任開始期に
関する特約付加契約）

確認印

印

１

２
２ ３

２ ３

本 人 確 認
書 類

３

３２

法人・団体
と の 関 係

（例：総務部 人事課長等）

発行者・保険者／詳細情報 ※「１１」「１２」の場合、書類名も記載

代
理
店
使
用
欄

営業店受付日 本社担当者

保険会社使用欄Ｂ お客さまから本人特定事項等の変更の申し出

住所・所在地 生年月日 法人との関係性
（別紙２のＡ～Ｈを記入）

外国ＰＥＰｓ
該当する場合にチェック

取引担当者と
認めた確認方法 上記以外の方

□登記事項証明書 □その他（具体的に： ）

□※別紙の提出必要
□※別紙の提出必要

□申込書・保全請求書等と同一

□申込書・保全請求書等と異なる 右記のとおり

（所在地）

下記「本人確認書類と現在所在地が異なる場合の確認書類」欄も記入してください。
本人確認書類と現在所在地
が異なる場合の確認書類
（発行後６カ月以内）

□納税証明書 □公共料金の領収証書 □その他（□電気・□ガス・□水道・□固定電話） （具体的に： ）

発行年月日発行者

済の場合は､申告により確認のうえ下記に記入してください｡
別紙「特定取引に関する届出書」のとおり

宛

Ｔ Ｓ Ｈ Ｒ

25.11890113

0113304

（下記２ ３へ） 本顧客は別契約で本人確認をしており、 2 およ
び ３ の内容に変更がないことを確認しました。



番号

本
人
確
認
書
類

法
人
用

項事記特等日月年行発類書認確人本
２１

２２

２３

２４

２５

登記簿謄本または抄本 発行年月日を記入

発行後６カ月以内のものに限ります。登記事項証明書（現在事
項全部（一部）証明書、履
歴事項全部（一部）証明書）

発行年月日を記入

入記を日月年行発書明証録登鑑印 申込書または保全請求書の印と同一印で発行後６カ月以内
のものに限ります。

許認可もしくは承認に関
わる書類 発行年月日を記入

官公庁から発行または発
給された書類 発行年月日を記入（注）

・当該法人の名称・所在地の記載のある有効なものに限ります｡
・有効期限のない書類は発行後６カ月以内のものに限ります｡
（注）法人番号指定通知書の場合、法人番号を記入してください｡

番号 本人確認書類 詳細情報 １点での確認可否 特記事項
０１ 運転免許証 免許証番号を記入 ○ －

０２

０３

０４

０５

０６

０７
０８
０９

１１

１２

交付日が平成２４年４月１日以降のものは、交
付後６カ月を超えても使用可能です。運転経歴証明書 免許証番号を記入 ○

氏名・住所・生年月日全ての記載があるも
のに限ります。○入記を号番券旅トーポスパ

○要不入記マイナンバーカード

外国人登録証明書は廃止されましたが、経過措
置期間があり、特別永住者の方は以下の期間ま
で本人確認書類として使用可能です。
【１６歳未満の方】１６歳の誕生日まで
【１６歳以上の方】次回確認（切替）申請期間
が平成２７年７月９日以降の場合は次回確認
（切替）申請期間の始期とされた誕生日まで

在留カード 在留カード番号を
記入 ○

特別永住者証明書 特別永住者証明書
番号を記入 ○

○入記を号番帳手帳手者害障体身
写真付で氏名、住所および生年月日の記載があ
るものに限ります。精神障害者保健福祉手帳 手帳番号を記入 ○

療育手帳 手帳番号を記入 ○
国民健康保険資格確認書
健康保険資格確認書
船員保険資格確認書
後期高齢者医療資格確認書
介護保険被保険者証
健康保険日雇特例被保険者手帳
国家公務員共済組合の資格確認書
地方公務員共済組合の資格確認書

児童扶養手当証書
特別児童扶養手当証書
母子健康手帳

交付年月日を記入
交付年月日を記入
交付年月日を記入
交付年月日を記入
交付年月日を記入
交付年月日を記入
交付年月日を記入
交付年月日を記入

交付年月日を記入

証書番号を記入
証書番号を記入
手帳番号を記入

×
×
×
×

×
×

×
×

×

×
×
×

・氏名、住所および生年月日の記載があるもの
に限ります。

・「１１」記載の書類いずれか２点での確認、も
しくは「１１」記載の書類１点＋「１２」記載の
書類１点で確認します。

住民票

戸籍の附票

公共料金の領収証書（電話・ガ
ス・水道・固定電話）
納税証明書
社会保険料の領収証書

発行年月日を記入

発行年月日を記入

発行年月日を記入
発行年月日を記入

発行年月日を記入

×

×

×
×

×

・氏名、住所および生年月日の記載がある発行
後６カ月以内のものに限ります。

・必ず「１１」記載の書類１点とあわせて確認し
ます｡（「１２」記載の書類のみでの本人確認は
できません｡）

・氏名、住所の記載がある発行後６カ月以内の
ものに限ります。

・必ず「１１」記載の書類１点とあわせて確認し
ます｡（「１２」記載の書類のみでの本人確認は
できません｡）

本
人
確
認
書
類

取
引
担
当
者
用

発行者
発行者を記入

発行者を記入

発行者を記入

発行者を記入

発行者を記入

発行者・保険者
記入不要

記入不要

記入不要
（ただし、外国政
府が発行したパス
ポートの場合は発
行者を記入）
発行者（市区町村
長名等）を記入

記入不要

記入不要

発行者を記入
発行者を記入
発行者を記入
保険者を記入
保険者を記入
保険者を記入
保険者を記入
保険者を記入
発行者を記入
発行者を記入
発行者を記入

発行者を記入

発行者を記入
発行者を記入
発行者を記入

発行者を記入

印鑑登録証明書 発行年月日を記入 ×発行者を記入

発行者を記入

発行者を記入
発行者を記入

発行者を記入

別紙１ 本人確認で利用できる公的確認書類（法人用）
本人確認書類をご用意いただく際の注意点

①次のお手続きに際して以下の方の本人確認が必要です。

生命保険契約の締結（所定の特約の中途付加を含みます）
保険契約者の変更
年金・満期保険金のお支払いで受取人が保険契約者と異なる場合

保険契約者
新保険契約者
受取人

②本人確認書類は本人確認時に有効なものに限ります。提出いただいた本人確認書類の他に、追加で書類提出をお願いする場合があります。
③保全手続き時は、法人の本人確認として２１～２５、取引担当者の本人確認として０１～１１のいずれか１点（郵送でお手続きされる場合は２
点）の提出を受け、手続き完了後に本社から転送不要郵便を送付し、到着の確認を行うことで本人確認が完了します。

２００万円超の現金または持参人払式小切手によるお払込み

取引内容

保険契約者

確認対象者

－

25.11890113

マイナンバー（12桁の番号）の取得は禁止さ
れています。

私立学校教職員共済制度の資格
確認書



別紙２

■実質的支配者の確認
お客さまが株式会社、有限会社等の場合（資本多数決の原則をとる法人の場合）は、左図に従って、お客さまが一般社団・財団法人、医療法人、学校
法人等の場合（資本多数決の原則をとらない法人の場合）は、右図に従って、実質的支配者を判断し、その個人 の方の氏名、住所、生年月日、関係※

性（資本多数決法人の場合（Ａ）～（Ｄ）、資本多数決法人以外の場合は（Ｅ）～（Ｈ））を記入してください。
また、外国ＰＥＰｓに該当する場合は、チェック（レ点）してください。
※国、地方公共団体、上場会社等またはその子会社は個人とみなします。国等が実質的支配者の場合は、「氏名・名称」の欄に国等またはその子会社
の名称を、「住所・所在地」欄にその本店・主たる事務所の所在地を記入してください。

株式会社、有限会社等の場合
（資本多数決の原則をとる法人の場合）

一般社団・財団法人、医療法人、学校法人等の場合
（資本多数決の原則をとらない法人の場合）

議決権の５０％超を直接・間接的
（※２）に保有する個人がいる

その株主等の個人※１
（番号：Ａ）

議決権の２５％超を直接・間接的
（※２）に保有する個人がいる

その株主等の個人※１
（番号：Ｂ）

ＮＯ

ＹＥＳ

出資、融資、取引その他の関係を
通じて事業活動に支配的な影響力を
有する個人がいる

ＮＯ

ＹＥＳ

その個人※１
（番号：Ｃ）

ＹＥＳ

収益総額の５０％超の配当を受ける
個人がいる

その個人※１
（番号：Ｅ）

ＹＥＳ

ＮＯ

収益総額の２５％超の配当を受ける
個人がいる

その個人※１
（番号：Ｆ）

ＹＥＳ

または

２５％超の配当を受ける者と同等
以上の支配力を有する個人がいる

その個人※１
（番号：Ｇ）

ＹＥＳ

※１ 事業経営を実質的に支配する意思または能力を有していないことが明らかな場合は除く。
（例）純投資目的で利用していることが明らかな場合、病気等により意思能力を欠いている場合

※２ 他の法人の議決権を５０％超有している場合は、その法人の有している議決権を保有しているものとみなします。

■外国ＰＥＰｓの確認

（Politically Exposed Persons）

「外国の重要な公的地位にある者」に該当する方または過去にこれらの者であった方
□ 国家元首
□ 日本国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
□ 日本国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
□ 日本国における最高裁判所の裁判官に相当する職
□ 日本国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
□ 日本国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、
航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職

□ 中央銀行の役員
□ 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員

【例１】

株主イ（個人）

株主ア（法人）

お客さま（法人）

株主ア（法人）

お客さま（法人）

５０％超

２５％超

４０％

ＮＯ

【例２】

株主イ（個人） 株主ウ（個人）

５０％超２５％超

【例３】

株主イ（個人）

株主ア（法人）

お客さま（法人）

５０％超１５％

１５％

株主イは議決権の２５％
超を間接保有しているた
め実質的支配者に該当

株主イは議決権の２５％超を直
接保有しているため実質的支配
者に該当
※株主ウは株主アの議決権を
５０％超保有していないため、
間接保有にはあたらない

株主イは議決権を直接保有
（１５％）、間接保有（１５％）
しており、合算して２５％超
のため実質的支配者に該当

ＮＯ

（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）の者が存在しない
場合、法人を代表し、その業務を執
行する個人（番号：Ｄ）

（Ｅ）、（Ｆ）、（Ｇ）の者が存在しない場合、法人を代表し、
その業務を執行する個人（番号：Ｈ）

25.11890113

※外国の重要な公人
外国ＰＥＰｓ※とは、以下１.２に該当する者のことをいいます。

２.上記１に掲げる者の親族（配偶者（事実婚含みます)、父母、子、兄弟姉妹、並びに、これらの者以外の配偶者の父母および子）
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